
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

           n_n     食品安全監視センター通信     n_n   

          .″丿⌒＞                   .″丿⌒＞ 

          ＠v ヽ (       ぷ ち  リ ス      ＠v ヽ ( 

          (⌒ )_丿     ^^^^^^^^^^^^^^^^^          (⌒ )_丿 

          ~￣    H29.4.24              vol.110~￣    

         ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

 

                     こんにちは 

            こちらは、滋賀県食品安全監視センターです。 

 

 

    **************************** I N D E X *********************************** 

    *                                     * 

            （１）ウエルシュ菌による食中毒について 

    *    ★保管温度が大切です。★                      *   

    *                                     * 

    * ─────────────────────────────────── * 

    *                                     * 

      （２）平成２９年度滋賀県食品安全監視センター監視指導実施計画について 

    *                                     * 

    * ─────────────────────────────────── * 

    *                                     * 

      （３）平成２９年度の食品安全監視センターの体制について 

    *                                     * 

    * ─────────────────────────────────── * 

    *                                     * 

      （４）食品回収情報（ H29.3.14 ～ H29.4.24 ） （略） 

    *                                     * 

    * ─────────────────────────────────── * 

    **************************************************************************** 
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（１）ウエルシュ菌による食中毒について ★保管温度が大切です。★ 

    **************************************************************************** 

    * 昨年度、滋賀県内で３件のウエルシュ菌による食中毒が発生し、１件あたりの  * 

    *患者数は平均１１３名となっています。                     *                

     * 食中毒の原因は、加熱調理後の食品（カレーや煮物など）の保温・冷却が不適  *                

    * 切であったためでウエルシュ菌が急速に増殖したためと考えられています。     * 

     *  食品を加熱調理した後は、速やかに冷却をおこなうか保温食缶等を用いて６５℃*                

    * 保管（配送）してください。                        * 



    ****************************************************************************  

   

  ＜参考＞ 

   ウエルシュ菌（Clostridium prefringens） 

     原因食品：カレー、シチューなどの大量調理食品   

   食中毒の症状：６～１８時間の潜伏時間後、主に腹痛と下痢のなどの症状をおこしますが、発熱、 

          嘔吐の症状はあまりみられません。 

   特徴： 

    １ 酸素があると増殖できない細菌であり、食中毒の原因となるものは耐熱性（１００℃で１～６ 

     時間生存）です。 

    ２ 広範囲の温度域（２０～５０℃）で増殖することが知られています。 

    ３ ウエルシュ菌による食中毒事件数は全国でも年間２０～４０件で件数は少ないですが、１件あ 

     たりの患者数（平均５６．２人／過去３年）が多いのが特徴です。 

            これは大量に加熱された食品の室温放置により発生する例が多いためです。 

     平成２８年の全国の食中毒事件の中で患者数は１，４１１人であり原因菌の中で３位でした。 

 

    

   ウエルシュ菌についてより詳しく知りたい方は、こちらのホームページをご覧ください 

        ↓  ↓  ↓ 

   国立感染症研究所 ウェルシュ菌感染症とは 

   http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/324-c-perfringens-intro.html 

 

      滋賀県ホームページ「スットプ・ザ・食中毒（ウエルシュ菌）」 

   

http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/shoku/02tyudoku/bunseki/6clostridium_perfringens/clostri 

   dium_perfringens_tokutyou.html 
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（２）平成２９年度滋賀県食品安全監視センター監視指導実施計画の概要について 

  第１ 基本的な事項  

  平成２９年度滋賀県食品衛生監視指導計画に基づき、食品安全監視センターの監視指導実施計画を定め、 

 食品の安全性の確保を図ります。 

 

  第２ 専門監視指導に関する事項 

   １ 監視対象施設（特定施設） 

         『食品安全監視センターの監視対象施設（指定告示）』のアドレス↓ 

          http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/101kokuji25.html 

 

      ２ 監視指導計画 

          特定施設に対して、年１回～３回の監視指導を計画的に実施し、延べ９６３回の監視指導を実施 

    します。 

 



    ３ 監視指導内容 

   （１）効果的な専門監視 

      （２）大規模食中毒予防の徹底 

      （３）法令等の遵守確認 

      （４）適正な食品表示の指導 

      （５）国等との連携、協力 

   

      ４ 試験検査計画 

        特定施設が製造する食品について計画的に収去し、成分規格、添加物について、１５４検体の検査 

   を実施します。そして、放射性物質の検査１３検体、アレルゲンの検査１２検体、遺伝子組み換え食 

   の食品の検査４検体実施します。 

    また、県民が不安に思う流通食品を６００検体購入し、わかりやすく公表します。 

   

  第３ 滋賀県食品高度衛生管理認証に関する事項 

   １ セーフードしがの認証・審査 

   （１）申請受付および認証 

   （２）認証審査委員会の開催 

   ２ セーフードしがの指導強化 

   （１）指導及び助言 

   （２）認証組織の外部検証 

   ３ セーフードしがの普及・啓発 

   （１）「滋賀県 HACCP 普及推進連絡協議会」の設置 

   （２）説明会・講習会の開催 

   （３）認証マークと愛称の普及 

   

  第４ 食のリスクコミュニケーションに関する事項 

   １ 食品安全情報の提供 

   （１）当センターのホームページ 

   （２）当センター通信「ぷちリス」を配信 

   （３）食品自主衛生管理講習会を開催 

  

   ２ 食品の製造に関する相談 

    随時、ＨＡＣＣＰ手法による衛生管理の相談や食品の表示についての相談に応じます。 

    

   ３ 監視員の資質向上 

    研修事業および研究事業 

   

   第５ 食の危機管理に関する事項 

   １ 危機発生時の対応 

   （１）不良食品等の対応 

   （２）大規模食中毒等発生時の対応 

    

      ２ 平常時の対応 



   （１）食中毒等健康危害発生時の現場対応に備える。 

   （２）初動調査に必要な物品等を常備し、迅速に持ち出し使用できるよう準備 
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（３）平成２９年度の食品安全監視センターの体制について 

 

   ＊＊平成２９年度の職員紹介＊＊ 

 

    本年度、当センターでは５名の食品衛生監視員と１名の臨時職員が皆様を支援します！ 

 

   【主幹：鍬田千草】総括 

 

   【副主幹：磯邉徹】大規模弁当調理施設、不良食品、食品表示 

 

   【副主幹：川端彰範】セーフードしがの認証、試験検査、衛生講習会、食品衛生監視員の HACCP 講習

会 

    

   【主任技師：井上哲】専門監視、滋賀県食の安全・安心推進条例、HACCP 推進協議会、地域連携 HACCP 

 

    【主任技師：小林弘嵩】検査を活用した相互理解推進事業、総合衛生管理製造過程、食品の調査研究 

              食品安全監視センター情報（ぷちリス）、監視指導記録台帳管理 

    

    【臨時職員：宮島久美子】食品安全監視センター情報(ホームページ)、輸出食品、 

                              監視日程の調整、監視指導記録台帳入力 
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  食品安全監視センターの所在地・連絡先  

   〒５２０－０８３４  

     滋賀県大津市御殿浜１３番４５号（衛生科学センター内）  

      ＴＥＬ ： ０７７－５３１－０２４８  

      ＦＡＸ ： ０７７－５３７－８６３３    

      Ｅmail  ： shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

       http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/00top.html  

     

   ≪交通案内≫  

     ＪＲ石山駅北口下車 徒歩１０分  

     京阪電車石山坂本線粟津駅下車 徒歩５分  

      「晴嵐」交差点の角（ちなみに周辺は近江八景の一つ「粟津の晴嵐」です。） 
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  "‥:`：¨.::¨ノ.）  、      いたるところでサクラが満開を迎え、新たな年度の始 

  ：：.:"‥¨：：)、 `   `   まりを実感する季節になりました。 

  .:‥"`⌒.``¨‥丿         

  ¨"‥⌒ヽ::`：丿           今年度、『ぷちリス』を担当することになりました。    

  ¨：："`乂：ノ゛         ”いま、どのような情報が求められているのか”を常に 

  '"i┨タ`~ ~ `          意識し、『ぷちリス』のバージョンアップに努めて参り 

  ` |┨、`   、 `        たいと思います。 

   |┨ 、 ` 、 `  、 ` 

  ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣   

     『さくら』 

 

  

         みなさまからのご意見・ご感想は下記アドレスまでお寄せ下さい。 

                  

              Email：shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

       また、食品衛生に関するもっと詳しい情報を知りたい方は、滋賀県ホームページ  

      の食の安全情報にアクセスしてください。 

                   ↓  ↓  ↓  

           http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/shoku/ 

 

 

       なお、『ぷちリス』バックナンバーは食品安全監視センターＨＰに掲載中です！ 

                        ↓  ↓  ↓ 

        http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/301putirisu-index.html 
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